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構造計算書偽装問題への対応

平 成 １ ８ 年 ３ 月 １ ４ 日

構造計算書偽装問題に関する

関 係 省 庁 連 絡 会 合

１ 基本的な考え方

国民生活の最も基本的な基盤である住宅について、国民の生命・

財産の安全を確保し、国民の不安を払拭するため、各府省庁間及び

国と地方公共団体の間で緊密な連携を図りつつ、遺漏のない的確な

対応を図る。

２ 対応策

（１）偽装等が判明した物件への対応

（ 、 、 、①居住者等の安全及び居住の安定確保 金融庁 総務省 財務省

国土交通省）

【これまでの対応】

ア 実態の把握

・ 姉歯元建築士の関与が判明した物件（205件）について、偽装の有

無や耐震性を調査したところ、3月13日現在で調査済みの201件中97

件について偽装が確認されている （残り４件は調査中）。

・ 姉歯元建築士が関与していない物件で、多数の姉歯物件に関係し

ていた建築主、建設業者等（㈱ヒューザー、木村建設㈱、平成設計

㈱及び㈱総合経営研究所）が関与した物件（582件）についても調査

したところ、3月13日現在で調査済みの428件中４件について偽装等

が確認されている （うち、偽装があったものが３件、構造計算書の。

誤りと考えられる理由により建築基準法が求める耐震基準を満たし

ていなかったものが１件。残り154件は調査中）

イ 国・地方公共団体の連絡体制の整備

・ 国土交通省と関係地方公共団体による「構造計算書偽装問題対策

連絡協議会 （以下「協議会」という ）を設置した （11月18日に」 。 。
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設置。これまでに14回開催）

・ また、地域住宅交付金の活用による分譲マンション居住者への総

合的支援について協議するため、協議会の下に「危険な分譲マンシ

ョン対策検討ワーキング・グループ （以下「ワーキンググループ」」

という ）を設置した （12月7日に設置。これまでに12回開催）。 。

・ 地方公共団体へ政府の「当面の対応」を送付し、情報の把握及び

共有について依頼した （12月6日）。

ウ 相談窓口の整備

・ 該当物件の居住者等への対応窓口を特定行政庁に設置し（11月18

日～ 、）

・ 必要に応じ、該当物件の居住者等と建築主等の協議の場の設

定などの居住者等に対する支援

・ 該当物件の周辺住民や不安を持つその他の住民からの相談へ

の対応

等を行ってきた。

・ 国土交通省においても居住者等からの各種相談に応じる専用窓口

を設置した（11月29日 。）

エ 受入れ住宅の提供

・ 千葉県、東京都、神奈川県において公営住宅、都市再生機構等公

的賃貸住宅への受入れ担当窓口を設置する（11月18日）とともに、

危険性が確認されたマンション（Qu/Qun（保有水平耐力／必要保有

水平耐力）値が0.5未満であり、震度５強程度の地震で倒壊するおそ

れがあるもの）からの退去者に対し、3月13日までに117戸を提供し

た。

オ 居住者への退去勧告等

・ 危険性が確認されたマンション18棟のうち、15棟について自主

退去の勧告又は使用禁止命令を実施（残る３棟は自主退去の勧告

又は使用禁止命令の実施前に居住者が全員退去済み）した結果、3

月13日現在で、13棟について全戸退去が完了している （当初の総。

入居戸数506戸のうち、464戸が退去し、未退去は42戸（うち、退

去予定が19戸、退去未定が23戸 ））

カ 売主（建築主）への誠実な対応の要請

・ 売主として瑕疵担保責任を果たすべき建築主３社（㈱シノケン、

㈱ヒューザー、㈱サン中央ホーム）から、居住者対策等についての

、 （ ） 、報告を聴取し 誠実に対応するよう要請する 11月25日 とともに

㈱ヒューザーに対し、売主としての瑕疵担保責任を誠実に果たすよ

う文書で改めて指導した（12月7日 。）

キ 地域住宅交付金の活用による総合的支援
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・ 危険性が確認された分譲マンション居住者に対する相談・移転・

除却・建替えまでの総合的支援（移転費や仮住居の家賃、除却費や

共同施設整備費、利子負担の軽減に対する助成等）を緊急に実施す

るため、地域住宅交付金について平成17年度補正予算案において国

費50億円を計上した （12月20日 （別紙１及び４参照）。 ）

ク 住宅ローン負担の軽減等

・ 住宅金融公庫の融資又は証券化ローン（フラット35）を活用して

マンションを購入した居住者に対し、住宅金融公庫が返済相談に応

じるとともに、仮住居費用の負担等により返済が困難になった場合

に元金返済の一部を繰り延べる等返済条件の変更に応じることとし

た （11月22日～）。

また、住宅金融公庫の融資又は証券化ローン（フラット35）の返

済に係る特例措置（返済期間の延長、返済据置期間の設定及び返済

据置期間における金利の引下げ）を本件に適用することとした。

（12月20日 （別紙２参照））

・ 住宅金融公庫融資について、平成17年度補正予算案において、融

資率の引き上げ、融資手数料の免除等を措置し、融資審査の弾力化

と併せ、建替え後の住宅等の取得の支援を実施することとした（12

月20日 。また、建替え等に係る住宅金融公庫の貸付金の限度額の特）

例を延長する住宅金融公庫法の改正案を第164回国会に提出した 別。（

紙１、２及び４参照 。）

・ 全国銀行協会が、本件に係る住宅ローン債務者から返済の一時繰

り延べ等の要請があった場合には真摯な対応に努めること等を申し

合わせる（11月30日）とともに、全国信用金庫協会、全国信用組合

中央協会、全国労働金庫協会、農林中央金庫が、会員金融機関に対

して、全国銀行協会の申合せと同様の対応を図る等の要請を行った

（11月30日～12月2日 。）

・ 金融庁は、全国銀行協会など金融団体との意見交換会において、

上記申合せも踏まえ、住宅ローン債務者に対して真摯な対応を行っ

ていくことを期待する旨、伝達した （12月14日～）。

・ 危険性が確認された分譲マンションについては、全国銀行協会、

全国信用金庫協会、全国信用組合中央協会、全国労働金庫協会、農

林中央金庫が、政府からの要請を踏まえ、既往ローンに係る負担軽

減措置の実施（返済期間の延長、返済据置期間の設定、返済据置期

間における金利の引下げ等 、抵当権の抹消への協力・新たな設定の）

ルール化及び再建後のマンション購入に係るローンの弾力的な対応

について申し合わせた （2月14日）。
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・ 金融庁の金融サービス利用者相談室において、本件に関する相談

等に対応してきた。

ケ 税負担の軽減

・ 使用禁止等となった家屋に係る固定資産税・都市計画税の取扱い

について、減免等による対応が適当である旨市町村に対して通知し

た （12月2日）。

・ 分譲マンション居住者に対し、所得税・個人住民税について雑損

控除が適用できることを周知した （12月26日～）。

【今後の対応】

ア 偽装等の実態の全容解明

・ 姉歯元建築士の関与が判明した物件や多数の姉歯物件に関係して

いた建築主、建設業者等の関与物件について、偽装の有無や耐震性

の状況等に関する調査（残り158件）を速やかに完了する。

イ 除却、建替え等に係る合意形成の促進

・ 危険性が確認された分譲マンション（11棟）の除却、建替え等に

ついて、国と関係地方公共団体との間で連絡調整、連携を図りなが

ら、物件ごとの状況を踏まえつつ、居住者の合意形成を促進する。

ウ 建替え及び改修の促進

・ 危険性が確認された分譲マンションについて、地域住宅交付金の

活用、住宅ローン負担の軽減、税負担の軽減等により、建替え等を

促進する。

・ 上記以外の分譲マンションについては、住宅・建築物耐震改修等

事業、住宅ローン負担の軽減、税負担の軽減等により、耐震改修を

支援する。

・ 分譲マンション、賃貸マンション、ホテルの別を問わず （財）日、

本建築防災協会に設置された建築構造の学識経験者等からなる「違

反是正計画支援委員会」の活用により、建替え等の判断を行うこと

が困難な場合の耐震性の的確な判断のための技術的支援や改修を選

択する場合の計画の妥当性の判定の支援を実施する （別紙３及び４。

参照）

エ 売主（建築主）に対する責任追及

・ 危険性が確認された分譲マンションの除却、建替え等についての

公的支援を実施する前提として、第一義的に瑕疵担保責任を負う売

主（建築主）である事業者に対して徹底した責任追及を行う （別紙。

１（参考）参照）
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②関係者の処分、告発等（警察庁、法務省、国土交通省）

【これまでの対応】

・ 構造計算書の偽装を行った姉歯建築士について、建築基準法違反

により告発する（12月5日）とともに、建築士事務所の登録取消処分

（同日）及び建築士の免許取消処分（12月7日）を実施した。

・ 警視庁、千葉県警察、神奈川県警察は合同捜査本部を設置し（12

月7日 、関係場所の一斉捜索を実施した（12月20日～22日 。） ）

・ 姉歯元建築士が偽装を行った物件の元請建築士等について処分を

実施した （1月24日免許取消処分８名、2月9日建築士事務所の登録。

取消処分６事務所、3月6日免許取消処分１名、業務停止処分５名）

・ 偽装を知りながら物件を販売した㈱ヒューザーについて、宅地建

物取引業の免許取消処分を実施した （2月23日）。

【今後の対応】

・ 警視庁、千葉県警察、神奈川県警察により設置された合同捜査本

部において所要の捜査を進める。

・ その他構造計算書の偽装等を行った建築士について、必要に応じ

て告発を検討するとともに、建築士法に基づく処分について検討を

進める。

・ 偽装を見逃した指定確認検査機関等について、建築基準法に基づ

く処分を順次実施する。

・ 上記以外の関係者についても、宅地建物取引業法、建設業法に基

づく処分について各処分権者において引き続き検討する。

（２）建築物全般についての対応

①国民の不安への対応（内閣府、総務省、財務省、国土交通省）

【これまでの対応】

ア 相談体制の確立

・ マンションの耐震性に関する国民の不安に応えるため、国土交通

省や特定行政庁において各種相談に応じるほか、建築物の構造に関

する相談や法律相談に応じることのできる団体（※）を相談窓口と

して位置付け、必要な情報を国土交通省ホームページに掲載した。

（11月29日）

また、首相官邸ホームページにも「マンション耐震性」のコーナ

ーを設け、相談窓口に関する情報が閲覧できるようにした （11月30。

日）
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※ 都道府県建築士事務所協会、都道府県建築士会 （社）日本建、

築家協会の各支部 （社）日本建築構造技術者協会 （財）住宅、 、

リフォーム・紛争処理支援センター

・ 各地の消費生活センター（全国524ヶ所）に対して、国土交通省公

表の相談窓口の情報を周知した（11月29日 。これに基づき、消費生）

活センターにおいて、相談者に対して適切な相談窓口の紹介を行っ

てきた。

・ （社）全国消費生活相談員協会に対して、国土交通省公表の相談

窓口の情報を周知した （12月1日）。

・ （独）国民生活センターのホームページにおいて、当該ホームペ

ージにアクセスした者が国土交通省公表の相談窓口情報にアクセス

できるようにした（12月1日 。また、国土交通省が公表したマンシ）

ョンの耐震性等についてのＱ＆Ａへもアクセスできるようにした（

12月9日 。）

・ 分譲マンションの管理組合の不安解消のため、分譲マンション管

理の関係団体である（財）マンション管理センター （社）高層住宅、

管理業協会及びマンション管理士団体連絡会が連携して耐震性を確

認するための対応マニュアルを作成するとともに、マンション管理

業者、マンション管理士などが同マニュアルを周知し、マンション

管理組合の相談に対応する体制を構築した （12月2日）。

・ マンションの耐震性に関する国民の不安に応えるため、マンショ

、 、ンの耐震性の確認方法や相談先などについて Ｑ＆Ａとしてまとめ

国土交通省ホームページに掲載した （12月8日）。

イ マンション等建築物の耐震診断・耐震改修の促進

・ 耐震診断等に応じることのできる団体（ア※参照）に関する情報

を国土交通省ホームページに掲載した （11月29日）。

・ 耐震診断等を希望する住民への適切な対応を行うため、住宅・建

築物耐震改修等事業（国庫補助制度）を活用して耐震診断等を進

めるよう、地方公共団体に要請した （12月5日）。

※ 負担割合：国１／２、地方公共団体１／２ 又は

国１／３、地方公共団体１／３、所有者１／３

、・ 住宅・建築物の耐震診断・耐震改修を全国的に促進するとともに

国土交通省の「緊急建築確認事務点検本部 （８頁②イ参照）主導に」

よるサンプル調査等を実施するため、住宅・建築物耐震改修等事業

、 、 。について 平成17年度補正予算案において 国費30億円を計上した

（12月20日）

・ 旧耐震基準（昭和56年以前の耐震基準）により建築された住宅等

の耐震改修をより効果的に促進するため、所得税における耐震改修
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税額控除制度及び固定資産税における減額制度等を創設することと

した （租税特別措置法、地方税法の改正案を第164回国会に提出）。

（別紙５参照）

・ 旧耐震基準により建築された建物について、宅地建物取引業法に

基づき宅地建物取引業者が交付する重要事項説明書に、耐震診断の

有無及び耐震診断に基づく耐震性の状況について記載するよう宅地

。（ 、 ）建物取引業法施行規則の改正を行った 3月13日公布 4月24日施行

【今後の対応】

ア 国民の相談への的確な対応

・ 多様な相談体制により的確に対応するとともに、相談窓口等に寄

せられた、偽装の疑いを指摘された物件情報等について、偽装の有

無や耐震性の状況等を調査する。

イ 違反建築物や違法な設計を行った建築士等への厳正な対応

・ 危険な違反建築物を把握した場合、安全性の確認、建築主・住民

、 、 、 、等への通知 公表 違反是正 関係者の処分等の一連の業務を迅速

厳正に行う。

・ 建築士、指定確認検査機関等を監督する国、都道府県と特定行政

庁が違反に関与した設計者等の情報を共有する。

・ 上記を的確に実施するための執行体制を整備し、業務方法を確立

する。

ウ マンション等建築物の耐震診断・耐震改修の促進

・ 住宅・建築物耐震改修等事業（国庫補助制度）及び地域住宅交付

金を活用して耐震診断・耐震改修を促進するとともに、既存のマン

（ ） 。ション等 約500件 の耐震性のサンプル調査等を速やかに完了する

・ 国指定の指定確認検査機関（50機関）の確認済物件（103件）に係

る構造計算書の再計算を速やかに行い、建築基準法令に適合しない

おそれがある場合は、配筋やコンクリートに関する実地調査を実施

する （別紙３及び４参照）。

②建築確認検査制度の総点検と再発防止策（国土交通省）

【これまでの対応】

ア 法令遵守の徹底

・ 設計を行う建築士事務所等に対し、法令遵守の徹底を通知した （。

11月17日）

イ 建築確認検査事務の実施状況の緊急調査・点検

・ 全ての指定確認検査機関（国指定50機関、都道府県知事指定73機
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関）及び特定行政庁に対し、建築確認検査における構造審査が適正

。（ ）に行われているかどうかについての緊急調査を指示した 11月17日

・ 指定確認検査機関（㈱イーホームズ）に対する立入検査を実施し

た （11月24日、25日）。

「 」（ 、・ 国土交通省内に 緊急建築確認事務点検本部 本部長：住宅局長

職員100名程度の態勢）を設置し（12月1日 、全ての指定確認検査機）

関及び構造計算を要する建築物に係る確認検査業務を実施する271特

定行政庁について構造計算書、構造設計図等の審査方法、審査体制

等に関する緊急点検を行った（結果公表：民間機関12月28日、特定

行政庁1月30日及び2月8日 。）

その結果、一部の指定確認検査機関や特定行政庁において、部材

応力（地震力等が作用した際に柱、梁等に生ずる抵抗力）等の算定

値に異常な値がないことの確認の不履行、構造計算書の断面リスト

と構造設計図書の不十分な照合、エラーメッセージの有無の確認の

不履行など、構造審査上の不備が確認された。

ウ 社会資本整備審議会における現行制度の問題点と再発防止策の検討

・ 国土交通大臣の諮問により、建築基準法、建築士法及び住宅品質

確保法を中心とする建築物の安全性確保のための制度について総点

検を行い、再発防止策を検討するとともに、安心して住宅の取得や

建築物の利用ができるよう、消費者保護のための制度の見直し等に

ついて検討するため、社会資本整備審議会建築分科会において、基

本制度部会を設置した （12月12日）。

・ 指定確認検査機関等の緊急点検の結果や第三者委員会（エ参照）

の中間報告も踏まえながら、社会資本整備審議会建築分科会におい

て中間報告を取りまとめた （2月24日 （別紙６参照）。 ）

エ 第三者委員会における検討

、・ 構造計算書偽装問題に関するこれまでの行政対応上の問題の検証

今後の建築行政における緊急対応のあり方について調査検討を行う

ため、国土交通大臣の私的諮問機関として、建築・設計の専門家、

法律家、マンション住人代表など各界の委員からなる第三者委員会

「構造計算書偽装問題に関する緊急調査委員会」を開催（12月16日

～）し、中間報告を取りまとめた （2月8日に中間報告 （別紙７参。 ）

照）

【今後の対応】

ア 社会資本整備審議会及び緊急調査委員会の中間報告を踏まえた再発

防止策の実施

・ 社会資本整備審議会建築分科会の中間報告及び構造計算書偽装問
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題に関する緊急調査委員会の中間報告を踏まえ、早急に構ずべき次

の施策等について制度改正を行う （建築基準法等の改正案を第164。

回国会に提出予定 （別紙８））

（１）建築確認・検査の厳格化

① 一定の高さ以上等の建築物について、指定機関による構造

計算審査の義務付け

② 建築確認の審査方法及び中間検査、完了検査の検査方法の

（ 、 ）指針の策定及び公表 指針に基づく厳格な審査 検査の実施

③ 建築確認の審査期間の延長

21日→35日（最大70日まで延長可）

④ ３階建て以上の共同住宅について中間検査を法律で義務付

け

（２）指定確認検査機関の業務の適正化

① 指定要件の強化（損害賠償能力、公正中立要件、人員体制

等）

② 指定確認検査機関の損害賠償能力に関する情報開示の義務

付け

③ 特定行政庁による指導監督の強化

・ 特定行政庁に立入検査権限を付与

・ 指定確認検査機関に不正行為があった場合、特定行政庁

からの報告に基づき、指定権者による業務の停止命令等の

実施

・ 特定行政庁に対する報告内容に、建築確認審査の実施状

況等の事項を追加

（３）図書保存の義務付け等

① 特定行政庁に対して、図書の保存を義務付け

② 指定確認検査機関及び建築士事務所の図書保存期間の延長

（４）建築士等の業務の適正化及び罰則の強化

① 建築士等に対する罰則の大幅な強化（懲役刑の導入等）

・ 耐震基準など重大な実体規定違反に係る罰則の強化

・ 建築士・建築士事務所の名義貸し、建築士による構造安

全性の虚偽証明に係る罰則の新設

・ 不動産取引の際に重要事項の不実告知等に係る罰則の強

化

② 建築士等の業務の適正化

・ 名義貸し、違反行為の指示等の禁止を法定し、これらの

違反者に対する処分を強化

・ 設計・工事監理の下請け契約締結時に書面の交付を義務
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付け

③ 確認申請書等に担当した全ての建築士の氏名等の記載を義

務付け

④ 免許取消し後免許を与えない期間の延長

２年間→５年間（建築基準法違反により罰金刑を受けた者

等については更なる延長可能）

（５）建築士、建築士事務所及び指定確認検査機関の情報開示

① 建築士及び建築士事務所に関する情報開示の徹底

・ 処分を受けた建築士の氏名及び建築士事務所の名称等の

公表

・ 建築士事務所に所属する全ての建築士の氏名、業務実績

等の情報開示

② 指定確認検査機関の業務実績、財務状況、監督処分の状況

等の情報開示の徹底

（６）住宅の売主等の瑕疵担保責任の履行に関する情報開示

① 宅地建物取引業者に対し、契約締結前に保険加入の有無等

について相手方に説明することを義務付け

② 宅地建物取引業者等に対し、契約締結時に加入している保

険等の内容を記載した書面を買主に交付することを義務付け

イ 社会資本整備審議会及び緊急調査委員会の最終報告を踏まえた施策

の実施

・ 構造計算書偽装問題に関する緊急調査委員会において、３月末を

目途に最終報告を取りまとめる。

・ 社会資本整備審議会建築分科会において、構造計算書偽装問題に

関する緊急調査委員会の最終報告等も踏まえながら、次の課題を含

めて８月末を目途に最終報告を取りまとめ、必要な措置を速やかに

実施する。

・ 建築士の資質、能力の向上

・ 工事監理業務の適正化

・ 建築物のストック情報の充実等
































